
「金額式 IC 定期券」をご利用のお客さまへ 

船橋新京成バス株式会社 

当社では、202４年１０月１日に運賃改定を実施いたします（一部路線を除く）。 

現在、「金額式 IC 定期券（通勤・通学）」をご利用のお客さまで、主なご利用区間の運賃が

変更になる場合、 

❶ 現在の定期券の通用期限まで、不足額を IC 残高より精算いただく 

（※次回購入時：金額・月数を変更する場合、14 日前～前日までの継続発売はできません） 

❷ 現在の定期券を無手数料・日割り計算にて払戻しいただき、同時に 

同種の定期券を新たにお買い求めいただく（取扱期間：2024 年 9 月１７日（火）～） 

（※無手数料払戻し時：金額の変更は可能ですが、定期券種別の変更はできません） 

上記いずれかの対応が必要になります。 

 

【ご対応例】 

 ❶の場合   

旧運賃 190 円 → 新運賃 200 円 に変更 ➡ 定期券ご利用のたび、差額（10 円）を精算 

通勤１カ月（大人） 

 旧 8,550 円 → 新 9,000 円 （＋450 円） ～往復で 20 日間利用＝400 円を精算 

 

旧運賃 220 円 → 新運賃 230 円 に変更 ➡ 定期券ご利用のたび、差額（10 円）を精算 

通勤１カ月（大人） 

 旧 9,900 円 → 新 10,350 円 （＋450 円） ～往復で 20 日間利用＝400 円を精算 

 

 

 ❷の場合   （ 取扱期間：2024 年 9 月１７日（火）～２０２5 年 3 月３０日（日） ） 

旧運賃 190 円 → 新運賃 200 円 に変更 

➡ 無手数料・日割り計算にて払戻し、新運賃の同種定期券を購入 

通勤１カ月（大人） 

 旧 8,550 円 → 新 9,000 円 に変更する場合の計算例 

～(1) 旧定期券(１カ月＝30 日間)を 16 日使用＝8,550 円÷30 日×14 日＝3,990 円返金 

～(2) 同時に、当日から使用開始※の新定期券（通勤１カ月）を購入＝9,000 円支払い 

           〔※使用開始日は、当日～二週間後（14 日後）の間でお選びください〕 

 

【ご注意】 

「船橋新京成プラチナパス」「船橋新京成 BUS 通楽」など、特殊定期券の発売額変更は行いません 

払戻し当日を含む残り日数 


